
鹿児島県事業再評価実施要綱

（趣旨）
第１条 この要綱は，公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るた

め，県が事業主体となって実施する公共事業の再評価（以下「再評価」という。）に関
して，必要な事項を定めるものとする。

（対象事業）
第２条 再評価の対象となる公共事業は，環境林務部，商工労働水産部，農政部及び土木

部が所管する公共事業のうち，国が費用の一部を補助又は負担する事業（以下「補助事
業等」という。）で，別表に掲げる事業とする。

２ 再評価を行う年度に完了予定の補助事業等又は既に主要工事を完了している補助事業
等については，再評価の対象事業から除くことができるものとする。

（再評価の手法）
第３条 再評価を行う際に整理すべき各補助事業等ごとの指標，対応方針案を作成する際

の判断基準等（以下「評価手法」という。）については，国が作成する評価手法を準用
するものとする。

（再評価の実施時期）
第４条 再評価は，事業採択後５年目または１０年目，再評価実施後５年目または１０年

目及びこのほか知事が必要と認めたときに実施する。

（事業評価監視委員会の設置）
第５条 知事は，再評価の実施に当たり，学識経験者等の第三者からの意見を求めるため，

鹿児島県事業評価監視委員会（以下「監視委員会」という。）を設置する。
２ 監視委員会の組織及び運営に関する事項は，別に定める。

（監視委員会の意見の尊重）
第６条 知事は，監視委員会より意見の具申があったときはこれを尊重するものとする。
２ 知事は，前項の意見の具申を踏まえ，補助事業等の再評価を行い，その対応方針を決

定するものとする。

（再評価結果等の公表）
第７条 前条第２項の再評価の結果及び対応方針等は，公表するものとする。

（その他）
第８条 この要綱に定めるもののほか，再評価の実施に関し必要な事項は，別に定める。

附 則
この要綱は，平成１０年１１月６日から施行する。

附 則
この要綱は，平成１６年４月１日から施行する。

附 則
この要綱は，平成１８年５月２５日から施行する。
附 則

この要綱は，平成２２年４月１日から施行する。
附 則

この要綱は，平成２２年５月１４日から施行する。



別表

部 関 省
事 業

名 係 庁

１ 事業採択後５年間が経過した時点で未着
環 林 全 事 業 工の事業
境 野 ２ 事業採択後１０年間が経過した時点で継
林 庁 続中の事業
務 関 ３ 再評価実施後５年間が経過する事業
部 係 ４ 社会経済情勢の急激な変化，技術革新等

により再評価の実施の必要が生じた事業

商 １ 事業採択後５年間が経過した時点で未着
工 水 全 事 業 工の事業
労 産 ２ 事業採択後１０年間が経過した時点で継
働 庁 続中の事業
水 関 ３ 再評価実施後５年間が経過する事業
産 係 ４ 社会経済情勢の急激な変化，技術革新等
部 により再評価の実施の必要が生じた事業

１ 事業採択後５年間が経過した時点で未着
農 農 工の事業

林 ２ 事業採択後１０年間が経過した時点で継
水 全 事 業 続中の事業

政 産 また，中途で事業計画変更があった場合
省 には，変更後１０年間が経過した時点で継
関 続中の事業

部 係 ３ 再評価実施後５年間が経過する事業
４ 社会経済情勢の急激な変化，技術革新等

により再評価の実施の必要が生じた事業

１ 事業採択後５年間が経過した時点で未着
工の事業

土 国 ２ 事業採択後１０年間が経過した時点で継
土 全 事 業 続中の事業
交 (ただし，補助事業は，５年間)

木 通 ３ 事業採択前の準備・計画段階で５年間が
省 経過する事業
関 ４ 再評価実施後５年間が経過する事業

部 係 (ただし，下水道事業は，１０年間)
５ 社会経済情勢の急激な変化，技術革新等

により再評価の実施の必要が生じた事業


